
 

別紙１ 

随意契約をすることができる場合に該当することの説明書 

地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意

契約をすることができる場合 

 

今回の契約が左に該当することの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の者でなければ供給す

ることができないものを調達

するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調達する財産、役務等の特殊性等 

本事業は、複合的な課題により、就労に向けて心身の準備が

整っていない方、ひきこもり状態といった長期間就労していな

い方々に対する相談支援を実施するとともに、一般就労に従事

する準備としての基礎能力の形成などを計画的かつ一貫して支

援するものである。（就労準備支援事業） 

また、相談者の就労体験・訓練支援に協力してくれる企業等

を開拓し、受け入れ態勢を構築してより多くの受け入れ支援を

展開するものである。（就労体験等開拓事業） 

相談者のニーズにきめ細かく応え、必要な支援を実現してい

くためにも、一体実施することが可能な事業者でなければなら

ない。 

 

２ 特定の者以外の者が供給することができないことの説明 

（１）本事業に対するニーズを有する者の掘り起こしには、自立相

談支援を通じた生活困窮者のニーズの把握及びアウトリーチ支

援、民生委員や町村社会福祉協議会との連携が重要であり、町

村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整を業務とする岐

阜県社会福祉協議会は、これらとの強固な連携体制を有してい

る。 

（２）岐阜県社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付事業を実施して

おり、当該制度の中で、技能習得や生活維持を支援するための

貸付を実施している。 

（３）就労準備支援事業と密接に関係している企業開拓についても、

市町村社協等と企業情報を交換・共有することで、効率的な事

業実施が見込めるが、岐阜県社会福祉協議会はその連携体制を

有している。 

（４）本事業の対象者は、ひきこもり等、信頼関係を築くのに長時

間を要する方々が多い状況である。岐阜県社会福祉協議会は、

事業開始当初から就労準備支援事業及び就労体験開拓等事業を

実施し、支援対象者との信頼関係を構築している。 

 

 以上のとおり、就労準備支援事業及び就労体験等開拓事業委託事

業を一体的かつ適切に実施できる事業者は、岐阜県社会福祉協議会

しかない。 

 


